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平成 年 月 日（金）

号外第 号

13 10

109

５

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

様式第 号（第 条関係）

身体障害者診断書・意見書

総括表～小腸 機能障害 状況及 所見 略

ＨＩＶ（ 免疫不全 ） 免疫 機能障害

状況及 所見

（ 歳以上用）

ＨＩＶ感染確認日及 確認方法

ＨＩＶ感染 確認 日 年 月 日

（ ） 検査 確認

必要 。

（ ） ＨＩＶ 抗体 ー 検査法 結果

様式第 号（第 条関係）

身体障害者診断書・意見書

総括表～小腸 機能障害 状況及 所見 略

ＨＩＶ（ 免疫不全 ） 免疫 機能障害

状況及 所見

（ 歳以上用）

ＨＩＶ感染確認日及 確認方法

ＨＩＶ感染 確認 日 年 月 日

（ ）又 （ ） 検査 確認 必要

。

（ ） ＨＩＶ 抗体検査方法及 結果（ ー

法及 確認法 双方 検査結果 記入

。）

３ ５

１

２ １

１

３ ５

１

１ ２

１

の の び

ヒト ウイルス による の

の び

びその

を した

についてはいずれか つの による が

である

の スクリ ニング の

の の び

ヒト ウイルス による の

の び

びその

を した

は のいずれかの による が
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◇ 鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則（ ）（障害福祉課）…………………

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県身体障害者福祉法施行細則 一部 改正 規則

鳥取県身体障害者福祉法施行細則（平成 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下「改正部分」 。） 対応 同表 改正後 欄中下線

引 部分（以下「改正後部分」 。） 存在 場合 、当該改正部分 当該改正後部分 改 、

改正後部分 対応 改正部分 存在 場合 、当該改正後部分 加 。

次 表 改正前 欄 表中太線 囲 部分 次 表 改正後 欄 表中太線 囲 部分 改 。
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検査法 検 査 日 検査結果

判定結果 年 月 日 陽性、陰性

区 分 検査法 検 査 日 検査結果

ー

法

判

定結果

年 月 日 陽性、陰性

確認法

判定

結果

年 月 日 陽性、陰性

（ ） 抗体確認検査又 ＨＩＶ病原検査 結果

検査名 検 査 日 検査結果

抗体確認検

査 結果
年 月 日 陽性、陰性

ＨＩＶ病原

検査 結果
年 月 日 陽性、陰性

（ ） 病原検査 結果

検査名 検 査 日 検査結果

年 月 日

発症 状況

ＨＩＶ 感染 、 、 発症

者 場合 、次 記入 。

指標疾患 診断根拠

回復不能 合併症

介助 日常生活
不能・可能

及 略

発症 状況

ＨＩＶ 感染 、 、 発症

者 場合 、次 記入 。

特徴的症状 診断根拠

回復不能 合併症

介助 日常生活
不能・可能

及 略

（注） （ ） 「抗体 ー 検査法」

、酵素抗体法（ＥＬＩＳＡ）、粒子凝集

法（ＰＡ）、免疫 ー法（Ｉ

Ｃ）等 行 。

（ ） 「抗体確認検査」 、

法、蛍光抗体法（ＩＦＡ）等

検査 。

（ ） 、「ＨＩＶ病原検査」

、ＨＩＶ抗原検査、 分離、ＰＣＲ

法等 検査 。

「指標疾患」 、「 ー

ＨＩＶ感染症 ＡＩＤＳ診断

基準」（厚生省 動向委員会、 ）

規定 。

略

（注） （ ） 「 ー 法」 、Ｐ

Ａ法、ＥＬＩＳＡ法等 行 。

（ ） 「確認法」 、

法又 ＩＦＡ法 行 。

（ ） 、「病原検査」 、Ｈ

ＩＶ抗原検査、 分離、ＰＣＲ法等

検査 。

「特徴的症状」 、「 ー

ＡＩＤＳ診断基準」（厚生

省 ー 委員会、 ） 規定

。

略
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ＨＩＶ（ 免疫不全 ） 免疫 機能障

害 状況及 所見

（ 歳未満用）

ＨＩＶ感染確認日及 確認方法

ＨＩＶ感染 確認 日 年 月 日

（ ）及 （ ） 検査 確認 必要 。

（ ） 検査 確認 必

要 。 、周産期 母親 ＨＩＶ 感染

考 検査時 生後 月未満 小児

、更 （ ） 検査 加 、（ ）

「ＨＩＶ病原検査 結果」又 （ ） 検査 確

認 必要 。

（ ） ＨＩＶ 抗体 ー 検査法 結果

検査法 検 査 日 検査結果

判定結果 年 月 日 陽性、陰性

ＨＩＶ（ 免疫不全 ） 免疫 機能障

害 状況及 所見

（ 歳未満用）

ＨＩＶ感染確認日及 確認方法

ＨＩＶ感染 確認 日 年 月 日

（ ）又 （ ） 検査 確認 必要 。

、周産期 母親 ＨＩＶ 感染 考

検査時 生後 月未満 小児 、

更 （ ）又 （ ） 検査 確認 必要 。

（ ） ＨＩＶ抗体検査方法及 結果（ ー

法及 確認法 双方 検査結果 記入

。）

区 分 検査法 検 査 日 検査結果

ー

法

判

定結果

年 月 日 陽性、陰性

確認法

判定

結果

年 月 日 陽性、陰性

（ ） 抗体確認検査又 ＨＩＶ病原検査 結果

検査名 検 査 日 検査結果

抗体確認検

査 結果
年 月 日 陽性、陰性

ＨＩＶ病原

検査 結果
年 月 日 陽性、陰性

（ ） 病原検査 結果

検査名 検 査 日 検査結果

年 月 日

（ ） 略

障害 状況

（ ） 略

（ ） 臨床症状

以下 臨床症状 有無（既往 含 。）

、該当 ○ 囲 。

重度 症状

指標疾患 、 診断 小児

場合 、次 記入 。

指標疾患 診断根拠

（ ） 略

障害 状況

（ ） 略

（ ） 臨床症状

以下 臨床症状 有無（既往 含 。）

、該当 ○ 囲 。

重度 症状

特徴的症状 、 診断 者

場合 、次 記入 。

特徴的症状 診断根拠

ヒト ウイルス による の

の び

びその

を した

び の による が である

についてはいずれか つの による が

である ただし に が に し

ていたと えられる に か の

については に の に えて のうち

の は の による

が である

の スクリ ニング の

ヒト ウイルス による の

の び

びその

を した

は の による が である た

だし に が に していたと え

られる に か の については

に は の による が である

び スクリ ニン

グ び の の について するこ

と

スクリ

ニング

による

に

よる

は の

の

の

の

の

の の を む につい

て するものを で むこと

ア の

がみられ エイズと される

の は に すること

とその

の

の の を む につい

て するものを で むこと

ア の

がみられ エイズと される

の は に すること

とその

13

18

13

15

１

１ ２

２ １

１ ２

３

１

１

１ ２

２ ３

１

２ ２

３

２

１

２

３

２

１

２



平成 年 月 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 （号外）第 号13 10 1094 ５

イ びウ

の の スクリ ニング

では

クロマトグラフィ

のうち つを うこと

の において とは

の

をいう

の において とは

ウイルス

の をいう

において とは サ ベイ

ランスのための

エイズ に

するものをいう

の により

のとおり を します

の との

イ びウ

の の スクリ ニング では

のうち つを うこと

の の では

は のいずれかを うこと

の において とは

ウイルス の

をいう

において とは ザ ベ

イランスのための

サ ベイランス に する

ものをいう

の により

のとおり を します

の との

及 略

（注） （ ） 「抗体 ー 検査法」

、酵素抗体法（ＥＬＩＳＡ）、粒子凝集

法（ＰＡ）、免疫 ー法（Ｉ

Ｃ）等 行 。

（ ） 「抗体確認検査」 、

法、蛍光抗体法（ＩＦＡ）等

検査 。

（ ） 「ＨＩＶ病原検査」 、

ＨＩＶ抗原検査、 分離、ＰＣＲ法等

検査 。

略

「指標疾患」 、「 ー

ＨＩＶ感染症 ＡＩＤＳ診断

基準」（厚生省 動向委員会、 ）

規定 。

様式第 号（第 条関係）

身体障害者手帳返還書

職氏名 様

身体障害者福祉法第 条第 項（身体障害者福祉法

施行規則第 条第 項・第 条第 項） 規定 、

下記 身体障害者手帳 返還 。

年 月 日

住 所

返還者

氏 名

（手帳本人以外 場合、本人 続柄）

記

略

及 略

（注） （ ） 「 ー 法」 、Ｐ

Ａ法、ＥＬＩＳＡ法等 行 。

（ ） 「確認法」 、

法又 ＩＦＡ法 行 。

（ ） 「病原検査」 、ＨＩ

Ｖ抗原検査、 分離、ＰＣＲ法等 検

査 。

略

「特徴的症状」 、「 ー

ＡＩＤＳ診断基準」（厚生

省 ー 委員会、 ） 規定

。

様式第 号（第 条関係）

身体障害者手帳返還書

職氏名 様

身体障害者福祉法第 条第 項（身体障害者福祉法

施行規則第 条第 項・第 条第 項） 規定 、

下記 身体障害者手帳 返還 。

年 月 日

住 所

返還者

氏 名

（手帳本人以外 場合、本人 続柄）

記

略
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規則 、公布 日 施行 。この は の から する


